
 

 

 

 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

１ 改正理由 

職員の定年引上げ及び地方公務員法の改正を踏まえ、60 歳を超える職員の給与を 60 歳

時の７割水準に改めるほか、規定を整備するため、条例を改正する。 

 

２ 改正概要 

 定年引上げ及び地方公務員法の改正を踏まえ、次のとおり規定を整備する。 

(１) 60歳を超える職員の給料月額の算定方法 

    60 歳を超える職員（適用除外の職員は除く。）の給料月額を原則 60 歳時の７割と

する（以下「７割措置」という。）。 

(２) 役職定年により降任した管理監督職の給与の算定方法 

    降任前に支給されていた管理監督職の給料月額の７割と上記(１)との差額分を、

上記(１)に加算して支給する。 

(３) 再任用の廃止及び定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、規定を整備する。 

(４) 暫定再任用職員の給与について規定を整備する。 

(５) その他規定の文言整理等をする。 

  

３ 施行日 

令和５年４月１日 

ただし、(５)については公布の日 

 

４ 改正内容 

 別紙「新旧対照表」のとおり 

総 務 財 政 委 員 会 

令和４年９月 15日・16日 

総 務 部  資 料 ９ 番 

所  管  人 事 課 



 

職員の給与に関する条例（昭和 26年条例第 19号）新旧対照表 

新 旧 

○職員の給与に関する条例 ○職員の給与に関する条例 

昭和 26年 10月 16日 昭和 26年 10月 16日 

条例第 19号 条例第 19号 

地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 24

条第６項の規定に基き、この条例を定める。 

地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 24

条第６項の規定に基き、この条例を定める。 

第１条から第５条まで （略） 第１条から第５条まで （略） 

（初任給及び昇格昇給等の基準） （初任給及び昇格昇給等の基準） 

第６条 第１項から第６項まで （略） 第６条 第１項から第６項まで （略） 

７ 職員を降給させる場合におけるその者の号

給は、職員の分限に関する条例（昭和 27 年条

例第７号）第７条の規定に基づき、その者が降

給した日の前日に受けていた号給より３号給

下位の号給（当該受けていた号給がその者の属

する職務の級の最低の号給の上位３号給以内

の号給である場合にあつては、当該最低の号

給）とする。 

７ 職員を降給させる場合におけるその者の号

給は、職員の分限に関する条例（昭和 27 年条

例第７号）第７条の規定に基づき、当該職員が

降給した日の前日に受けていた号給より３号

給下位の号給（当該受けていた号給が職員の属

する職務の級の最低の号給の上位３号給以内

の号給である場合にあつては、当該最低の号

給）とする。 

８ 地方公務員法第 22条の４第１項又は第 22条

の５第１項の規定により採用された職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の

給料月額は、その者に適用される給料表の定年

前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給

料月額のうち、その者の属する職務の級に応じ

た額に、勤務時間条例第２条第３項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額とする。 

８ 地方公務員法第 28条の４第１項、第 28条の

５第１項又は第 28 条の６第１項若しくは第２

項の規定により採用された職員（以下「再任用

職員」という。）の給料月額は、その者に適用

される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料

月額のうち、その者の属する職務の級に応じた

額とする。 

９ （略） ９ （略） 

第６条の２ （略） 第６条の２ （略） 

（削除） （再任用短時間勤務職員の給料月額） 

 第６条の３ 地方公務員法第 28 条の５第１項又

は第 28 条の６第２項に規定する短時間勤務の

職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」

という。）の給料月額は、第６条第８項の規定

にかかわらず、同項の規定による給料月額に、

勤務時間条例第２条第３項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

とする。 

第７条から第 14条まで （略）  第７条から第 14条まで （略）  

（超過勤務手当） （超過勤務手当） 

第 15条 第１項から第３項まで （略） 第 15条 第１項から第３項まで （略） 



 

新 旧 

４ 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短

時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られ

た日（次条の規定により休日給が支給されるこ

ととなる日を除く。）において、正規の勤務時

間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と

その勤務をした日における正規の勤務時間と

の合計が７時間 45 分に達するまでの間の勤務

に対する第１項の規定の適用については、同項

中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に

応じてそれぞれ 100分の 125から 100分の 150

までの範囲内の割合」とあるのは、「100分の 1

00」とする。 

４ 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤

務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日

（次条の規定により休日給が支給されること

となる日を除く。）において、正規の勤務時間

を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とそ

の勤務をした日における正規の勤務時間との

合計が７時間 45 分に達するまでの間の勤務に

対する第１項の規定の適用については、同項中

「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に

応じてそれぞれ 100分の 125から 100分の 150

までの範囲内の割合」とあるのは、「100分の 1

00」とする。 

第 15条第５項から第 17条まで （略）  第 15条第５項から第 17条項まで （略） 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） （勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第 18 条 第 14 条第１項、第 15 条第１項、第３

項、第５項及び第６項並びに前２条に規定する

勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及び

人事委員会の承認を得て規則で定める手当の

月額の合計額に 12 を乗じ、その額を勤務時間

条例第２条第１項に規定する勤務時間に 52 を

乗じたものから同項に規定する勤務時間を５

で除して得た時間に人事委員会の承認を得て

規則で定める日の数を乗じたものを減じたも

ので除して得た額（次の各号に掲げる者にあつ

ては、その額に当該各号に定める数を乗じて得

た額）とする。 

第 18 条 第 14 条第１項、第 15 条第１項、第３

項、第５項及び第６項並びに前２条に規定する

勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及び

人事委員会の承認を得て規則で定める手当の

月額の合計額に 12 を乗じ、その額を勤務時間

条例第２条第１項に規定する勤務時間に 52 を

乗じたものから同項に規定する勤務時間を５

で除して得た時間に人事委員会の承認を得て

規則で定める日の数を乗じたものを減じたも

ので除して得た額（次の各号に掲げる者にあつ

ては、その額に当該各号に定める数を乗じて得

た額）とする。 

(１) 育児短時間勤務職員等 （略） (１) 育児短時間勤務職員等 （略） 

(２) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時

間条例第２条第１項に規定する勤務時間を

同条第３項の規定により定められたその者

の勤務時間で除して得た数 

(２) 再任用短時間勤務職員 勤務時間条例

第２条第１項に規定する勤務時間を同条第

３項の規定により定められたその者の勤務

時間で除して得た数 

第 18条の２から第 20条の３まで（略）  第 18条の２から第 20条の３まで（略）  

（期末手当） （期末手当） 

第 21条 第１項及び第２項 （略） 第 21条 第１項及び第２項 （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「100 分の 2

5」とあるのは「100 分の 10」と、「100 分の 1

05」とあるのは「100分の 60」と、「100分の 1

10」とあるのは「100分の 65」と、「100分の 8

5」とあるのは「100 分の 50」と、「100 分の 9

0」とあるのは「100分の 55」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100 分の 25」とあるのは「1

00分の 10」と、「100分の 105」とあるのは「1

00分の 60」と、「100分の 110」とあるのは「1

00 分の 65」と、「100 分の 85」とあるのは「1

00 分の 50」と、「100 分の 90」とあるのは「1

00分の 55」とする。 

４及び５ （略） ４及び５ （略） 

第 21条の２及び第 21条の３ （略） 第 21条の２及び第 21条の３ （略） 
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（勤勉手当） （勤勉手当） 

第 21条の４ 第１項及び第２項 （略） 第 21条の４  第１項及び第２項 （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「100 分の 1

02.5」とあるのは「100 分の 50」と、「100 分

の 122.5」とあるのは「100分の 60」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100 分の 102.5」とあるのは

「100分の 50」と、「100分の 122.5」とあるの

は「100分の 60」とする。 

４から６まで （略）  ４から６まで （略） 

（特定職員についての適用除外） （特定職員についての適用除外） 

第 21条の５ 第１項 （略） 第 21条の５ 第１項 （略）。 

２ 第９条の３から第 11条まで、第 11条の３、

第 13 条の２及び次条の規定は、定年前再任用

短時間勤務職員には、適用しない。 

２ 第９条の３から第 11条まで、第 11条の３、

第 13 条の２及び次条の規定は、再任用職員に

は、適用しない。 

３ （略） ３ （略） 

第 22条から第 23条まで （略） 第 22条から第 23条まで （略） 

付 則 付 則 

１から８まで （略）  １から８まで （略）  

９ 平成 18年３月 31日において都調整額の支給

を受けていた職員で、同年４月１日以降行政職

給料表（二）の適用を受けることとなる定年前

再任用短時間勤務職員のうち、人事委員会が定

めるものの給料月額は、当分の間、第６条第８

項の規定により算出した額に 12,000 円を上限

として人事委員会が定める額を加算した額と

する。 

９ 平成 18年３月 31日において都調整額の支給

を受けていた職員で、同年４月１日以降行政職

給料表（二）の適用を受けることとなる再任用

職員のうち、人事委員会が定めるものの給料月

額は、当分の間、同表の額に 12,000 円を上限

として人事委員会が定める額を加算した額と

する。 

10 （略） 10 （略） 

11 当分の間、職員の給料月額は、その者が 60

歳に達した日後における最初の４月１日（付則

第 13項において「特定日」という。）以後、そ

の者に適用される給料表の給料月額のうち、そ

の者の属する職務の級及び受ける号給に応じ

た額（この条例その他の条例の規定により、そ

の者につき当該号給に応じた額と異なる給料

月額が定められている場合は、当該異なる給料

月額）に 100 分の 70 を乗じて得た額（その額

に、50 円未満の端数がある場合はこれを切り

捨て、50 円以上 100 円未満の端数がある場合

はこれを 100 円に切り上げるものとする。）と

する。 

（新設） 

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しな

い。 

（新設） 

(１) 臨時的に任用される職員その他の法律

により任期を定めて任用される職員及び常
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時勤務を要しない職員 

(２) 医療職給料表（一）の適用を受ける職員  

(３) 地方公務員法第 28 条の５第１項又は第

２項の規定により同法第 28 条の２第１項に

規定する異動期間（同法第 28 条の５第１項

又は第２項の規定により延長された期間を

含む。）を延長された同法第 28条の２第１項

に規定する管理監督職を占める職員 

 

(４) 地方公務員法第 28 条の７第１項又は第

２項の規定により勤務している職員（同法第

28 条の６第１項に規定する定年退職日にお

いて前項の規定が適用されていた職員を除

く。） 

 

13 地方公務員法第 28 条の２第４項に規定する

他の職への降任等をされた職員であつて、当該

他の職への降任等をされた日（以下この項及び

付則第 15項において「異動日」という。）の前

日から引き続き同一の給料表の適用を受ける

職員のうち、特定日に付則第 11 項の規定によ

りその者の受ける給料月額（以下この項におい

て「特定日給料月額」という。）が異動日の前

日にその者が受けていた給料月額に 100分の 7

0を乗じて得た額（その額に、50円未満の端数

がある場合はこれを切り捨て、50 円以上 100

円未満の端数がある場合はこれを 100 円に切

り上げるものとする。以下この項において「基

礎給料月額」という。）に達しないこととなる

職員（人事委員会が定める職員を除く。）の給

料月額は、当分の間、特定日以後、付則第 11

項の規定によりその者の受ける給料月額に基

礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当

する額を加算した額とする。 

（新設） 

14 前項の規定により算出した差額に相当する

額を加算した給料月額がその者の属する職務

の級における最高の号給の給料月額を超える

場合における同項の規定の適用については、同

項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とある

のは、「その者の属する職務の級における最高

の号給の給料月額と同項の規定によりその者

の受ける給料月額」とする。 

 （新設） 

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を

受ける職員（付則第 11 項の規定の適用を受け

る職員に限り、付則第 13 項に規定する職員を

 （新設） 
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除く。）であつて、同項の規定により算出した

差額に相当する額を加算した給料月額を受け

る職員との均衡上必要があると認められる職

員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定め

るところにより、付則第 11 項の規定によりそ

の者の受ける給料月額に前２項の規定に準じ

て算出した差額に相当する額を加算した額と

する。 

16  付則第 13 項又は前項の規定により算出した

差額に相当する額を加算した給料月額を受け

る職員以外の付則第 11 項の規定の適用を受け

る職員であつて、任用の事情等を考慮して当該

給料月額を受ける職員との均衡上必要がある

と認められる職員の給料月額は、当分の間、人

事委員会の定めるところにより、同項の規定に

よりその者の受ける給料月額に前３項の規定

に準じて算出した差額に相当する額を加算し

た額とする。 

 （新設） 

17 当分の間、付則第 11 項の規定の適用を受け

る職員に対する職員の分限に関する条例第２

条第２項、第３条第１項及び第４項並びに第７

条の規定の適用については、同条例第２条第２

項中「職員」とあるのは「職員の給与に関する

条例（昭和 26年条例第 19号。以下「給与条例」

という。）付則第 11 項の規定による場合のほ

か、職員」と、同条例第３条第１項中「とする」

とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第

11 項の規定による降給は、この限りでない」

と、同条第４項中「ならない」とあるのは「な

らない。ただし、給与条例付則第 11 項の規定

による降給は、この限りでない」と、同条例第

７条中「とする」とあるのは「とする。ただし、

給与条例付則第 11 項の規定による降給は、こ

の限りでない」とする。 

 （新設） 

18 付則第 11 項から前項までに定めるもののほ

か、付則第 11項及び第 13項の規定による給料

月額その他付則第 11 項から前項までの規定の

施行に関し必要な事項は、人事委員会が定め

る。 

 （新設） 

19 （現行に同じ) 11 平成 21年３月 31日において幼稚園教育職員

の給与に関する条例を廃止する条例（平成 21

年条例第 32 号）による廃止前の幼稚園教育職

員の給与に関する条例（平成 12年条例第 43号）

別表第１の給料表の適用を受けていた職員で、
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同年４月１日から行政職給料表（一）の適用を

受けることとなる職員の職務の級、号給及び給

料月額は、人事委員会が定める。 

  

別表第１（第５条関係）(一部改正)(略) 

別表第２（第５条関係）(一部改正)(略) 

別表第３（第５条関係）(一部改正)(略) 

別表第４（第５条関係）(一部改正)(略) 

別表第５（第５条関係）(一部改正)(略) 

別表第１（第５条関係）(略) 

別表第２（第５条関係）(略) 

別表第３（第５条関係）(略) 

別表第４（第５条関係）(略) 

別表第５（第５条関係）(略) 

  

付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和５年４月１日から施行す

る。ただし、付則第 11項及び第 12項の規定は、

公布の日から施行する。 

 

（経過措置）  

２ この条例による改正後の職員の給与に関す

る条例（以下「改正後の条例」という。）付則

第 11項から第 18項までの規定は、地方公務員

法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63

号。以下「令和３年改正法」という。）附則第

３条第５項及び第６項の規定により勤務して

いる職員には適用しない。 

 

３ 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは

第２項又は第５条第１項若しくは第３項の規

定により採用された職員（以下「暫定再任用常

時勤務職員」という。）の給料月額は、その者

が令和３年改正法による改正後の地方公務員

法（昭和 25年法律第 261号）第 22条の４第１

項又は第 22 条の５第１項の規定により採用さ

れた職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」

という。）であるものとした場合に適用される

給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に

掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職

務の級に応じた額（改正後の条例付則第９項の

規定の適用がある場合には、同項の人事委員会

が定める額を加算した額）とする。 

 

４ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第 110 号）第 10 条第３項の規定によ

り同条第１項に規定する育児短時間勤務の承

認を受けた暫定再任用常時勤務職員（同法第 1

7条の規定による短時間勤務をすることとなっ

た暫定再任用常時勤務職員を含む。）に対する

 



 

新 旧 

前項の規定の適用については、同項中「とする」

とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例（平成 10年条例第 43号）第

２条第２項の規定により定められたその者の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額（その額に、１円

未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。）

とする」とする。 

５ 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは

第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規

定により採用された職員（以下「暫定再任用短

時間勤務職員」という。）の給料月額は、その

者が定年前再任用短時間勤務職員であるもの

とした場合に適用される給料表の定年前再任

用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額

のうち、その者の属する職務の級に応じた額

に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例（平成 10年条例第 43号）第２条第３項の規

定により定められたその者の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額（その額に、１円未満の端数があ

る場合は、これを切り捨てる。）（改正後の条例

付則第９項の規定の適用がある場合には、同項

の人事委員会が定める額を加算した額）とす

る。 

 

６ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用

短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第 1

5 条第４項及び第 18 条第２号の規定を適用す

る。 

 

７ 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短

時間勤務職員（以下「暫定再任用職員」という。）

は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

改正後の条例第 21 条第３項の規定を適用す

る。 

 

８ 改正後の条例第 21 条の４第１項の職員に暫

定再任用職員が含まれる場合における勤勉手

当の額の総額の算定に係る同条第３項の規定

の適用については、同項中「定年前再任用短時

間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間

勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する

法律（令和３年法律第 63 号）附則第４条第１

項若しくは第２項、第５条第１項若しくは第３

項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第

１項若しくは第３項の規定により採用された
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職員」とする。 

９ 職員の給与に関する条例第９条の３から第 1

1 条まで、第 11 条の３、第 13 条の２及び第 2

2条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 

（委任）  

10 付則第２項から前項までに定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項は、特別

区人事委員会が定める。 

（職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の一部改正） 

 

11 職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例（平成 30 年条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  改め文略（別紙１ 新旧対照表のとおり） 

 

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例（令和元年条例第 42 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改め文略（別紙２ 新旧対照表のとおり） 

 

13 職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例（平成 30 年条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  改め文略（別紙３ 新旧対照表のとおり） 

 

 



 

別紙１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

○職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例 

○職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例 

令和４年 月 日 平成 30年３月 12日 

条例第 号 条例第４号 

付 則 付 則 

１から４まで （略） １から４まで （略） 

（給料の切替えに伴う経過措置） （給料の切替えに伴う経過措置） 

５ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の

適用を受ける特定職員（以下「同一給料表適用

特定職員」という。）のうち、施行日以降にそ

の者の属する職務の級及び受ける号給に応じ

た給料月額が施行日の前日において受けてい

た給料月額に達しないこととなるもの（人事委

員会の定める職員を除く。）の給料月額は、そ

の者の属する職務の級及び受ける号給に応じ

た給料月額にその差額に相当する額を加算し

た額とする。 

５ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の

適用を受ける特定職員（以下「同一給料表適用

特定職員」という。）のうち施行日以降にその

者の受ける給料月額が施行日の前日において

受けていた給料月額に達しないこととなるも

の（地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）

第 28条の４第１項、第 28条の５第１項又は第

28 条の６第１項若しくは第２項の規定により

採用された職員（以下「再任用職員」という。）

その他人事委員会の定める職員を除く。）には、

給料月額にその差額に相当する額を加えた額

を、同一給料表適用特定職員のうち旧級が２級

又は７級である再任用職員であって、施行日以

降にその者の受ける給料月額が施行日の前日

において受けていた給料月額に達しないこと

となるもの（人事委員会の定める職員を除く。）

には、平成 31年３月 31日までの間、給料月額

にその差額に相当する額を加えた額を、それぞ

れ給料として支給する。 

６ 施行日の前日から引き続き給料表の適用を

受ける特定職員（同一給料表適用特定職員を除

く。）であって、前項の規定により算出した差

額に相当する額を加算した給料月額を受ける

同一給料表適用特定職員との均衡上必要があ

ると認められる特定職員の給料月額は、人事委

員会の定めるところにより、その者の属する職

務の級及び受ける号給に応じた給料月額に同

項の規定に準じて算出した差額に相当する額

を加算した額とする。 

６ 施行日の前日から引き続き給料表の適用を

受ける特定職員（前項に規定する同一給料表適

用特定職員を除く。）について、同項の規定に

より給料を支給される同一給料表適用特定職

員との均衡上必要があると認められるときは、

当該特定職員には、人事委員会の定めるところ

により、同項の規定に準じて、給料を支給する。 

７ 施行日以降に新たに給料表の適用を受ける

こととなった職員であって、任用の事情等を考

慮して前２項の規定により算出した差額に相

当する額を加算した給料月額を受ける特定職

員との均衡上必要があると認められる職員の

給料月額は、人事委員会の定めるところによ

７ 施行日以降に新たに給料表の適用を受ける

こととなった職員について、任用の事情等を考

慮して前２項の規定により給料を支給される

特定職員との均衡上必要があると認められる

ときは、当該職員には、人事委員会の定めると

ころにより、前２項の規定に準じて、給料を支



 

新 旧 

り、その者の属する職務の級及び受ける号給に

応じた給料月額に前２項の規定に準じて算出

した差額に相当する額を加算した額とする。 

給する。 

８ 同一給料表適用特定職員（行政職給料表（二）

の適用を受ける地方公務員法（昭和 25 年法律

第 261号）第 28条の４第１項、第 28条の５第

１項又は第 28 条の６第１項若しくは第２項の

規定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）に限る。）のうち、施行日以降にその

者の属する職務の級に応じた給料月額が同表

２級の再任用職員の欄に掲げる給料月額に達

しないこととなるものであって、区長が定める

ものについて、付則第５項の規定により算出し

た差額に相当する額を加算した給料月額を受

ける同一給料表適用特定職員との均衡上必要

があると認められる職員の給料月額は、その者

の属する職務の級に応じた給料月額にその差

額に相当する額を加算した額とする。 

８ 同一給料表適用特定職員（行政職給料表（二）

の適用を受ける再任用職員に限る。）のうち施

行日以降にその者の受ける給料月額が同表２

級の再任用職員の欄に掲げる給料月額に達し

ないこととなるものであって、区長が定めるも

のについて、付則第５項の規定により給料を支

給される同一給料表適用特定職員との均衡上

必要があると認められるときは、当該同一給料

表適用特定職員には、給料月額にその差額に相

当する額を加えた額を給料として支給する。 

９から 16 まで及び付則別表第１から第３まで 

（略） 

９から 16 まで及び付則別表第１から第３まで 

（略） 

  

 



 

別紙２ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

○職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例 

○職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例 

令和４年 月 日 令和元年 11月 29日 

条例第 号 条例第 42号 

付 則 付 則 

（施行期日） （施行期日） 

１から３まで （略）  １から３まで （略）  

（職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の読替え） 

（職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の読替え） 

４ 施行日以後の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例（平成 30 年条例第４号）付

則第５項の規定は、同項中「施行日の前日にお

いて受けていた給料月額」とあるのは「職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例（令和

元年条例第 42 号）の施行の日の前日において

その者が受けていた職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例（平成 30年条例第４号）

付則第５項の規定により算出した差額に相当

する額を加算した給料月額から当該加算をし

た給料月額に 100 分の 0.61 を乗じて得た額を

減じて得た額（百円に満たない端数がある場合

は、その端数を四捨五入するものとする。）」と

読み替えて適用する。 

４ 施行日以後の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例（平成 30 年条例第４号）付

則第５項の規定は、同項中「のうち施行日以降

にその者の受ける給料月額が施行日の前日に

おいて受けていた給料月額」とあるのは「のう

ち施行日以降にその者の受ける給料月額が職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（令和元年条例第 42 号）の施行の日の前日に

おいてその者が受けていた職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例（平成 30 年条例

第４号）付則第５項の規定による給料の月額か

ら当該額に 100 分の 0.61 を乗じて得た額を減

じて得た額（100円に満たない端数がある場合

は、その端数を四捨五入するものとする。）」と

読み替えて適用する。 

５ （略）  ５ （略）  

 



 

別紙３ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

○職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例 

○職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例 

令和４年 月 日 平成 30年３月 12日 

条例第 号 条例第４号 

付 則 付 則 

１から７まで （略） １から７まで （略） 

８ 同一給料表適用特定職員（行政職給料表（二）

の適用を受ける地方公務員法の一部を改正す

る法律（令和３年法律第 63 号。以下「令和３

年改正法」という。）附則第４条第１項若しく

は第２項又は第５条第１項若しくは第３項の

規定により採用された職員（以下「暫定再任用

常時勤務職員」という。）及び令和３年改正法

附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条

第１項若しくは第３項の規定により採用され

た職員（以下「暫定再任用短時間勤務職員」と

いう。）に限る。）のうち、施行日以降にその者

の属する職務の級に応じた給料月額が同表２

級の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げ

る基準給料月額に達しないこととなるもので

あって、区長が定めるものについて、付則第５

項の規定により算出した差額に相当する額を

加算した給料月額を受ける同一給料表適用特

定職員との均衡上必要があると認められる職

員の給料月額は、その者の属する職務の級に応

じた給料月額にその差額に相当する額を加算

した額（暫定再任用短時間勤務職員にあって

は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例（平成 10年条例第 43号）第２条第３項の規

定により定められたその者の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額（その額に、１円未満の端数があ

る場合は、これを切り捨てる。））（改正後の条

例付則第９項の規定の適用がある場合には、同

項の人事委員会が定める額を加算した額）とす

る。 

８ 同一給料表適用特定職員（行政職給料表（二）

の適用を受ける地方公務員法（昭和 25 年法律

第 261号）第 28条の４第１項、第 28条の５第

１項又は第 28 条の６第１項若しくは第２項の

規定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）に限る。）のうち、施行日以降にその

者の属する職務の級に応じた給料月額が同表

２級の再任用職員の欄に掲げる給料月額に達

しないこととなるものであって、区長が定める

ものについて、付則第５項の規定により算出し

た差額に相当する額を加算した給料月額を受

ける同一給料表適用特定職員との均衡上必要

があると認められる職員の給料月額は、その者

の属する職務の級に応じた給料月額にその差

額に相当する額を加算した額とする。 

９ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第 110 号）第 10 条第３項の規定によ

り同条第１項に規定する育児短時間勤務の承

認を受けた暫定再任用常時勤務職員（同法第 1

7条の規定による短時間勤務をすることとなっ

た暫定再任用常時勤務職員を含む。）に対する

 （新設） 



 

新 旧 

前項の規定の適用については、同項中「とする」

とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例第２条第２項の規定により

定められたその者の勤務時間を同条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額（その額に、１円未満の端数がある場合は、

これを切り捨てる。）とする」とする。 

10 （略） ９ （略） 

11 （略） 10 （略） 

12 （略） 11 （略） 

13 （略） 12 （略） 

14 付則第 11 項の規定により扶養手当を受けて

いる職員が配偶者を有するに至った場合その

他の同項の規定による扶養手当を受ける要件

を欠くに至った場合においては、これらの事実

が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月

の初日であるときは、その日の属する月）から

その支給額を改定する。 

13 付則第 10 項の規定により扶養手当を受けて

いる職員が配偶者を有するに至った場合その

他の同項の規定による扶養手当を受ける要件

を欠くに至った場合においては、これらの事実

が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月

の初日であるときは、その日の属する月）から

その支給額を改定する。 

15 （略） 14 （略） 

16 （略） 15 （略） 

17 （略） 16 （略） 

別表付則第１から第３まで （略） 別表付則第１から第３まで （略） 

 


